
（公印省略） 

保 指 第 5 9 6 号 

令和２年 11 月 13 日 

各指定居宅介護支援事業所 管理者 様 

各指定介護予防支援事業所 管理者 様 

各指定小規模多機能型居宅介護事業所 管理者 様 

 

 

福岡市長 髙島 宗一郎 

（保健福祉局高齢社会部事業者指導課） 

 

 

指定居宅介護支援等における軽微な変更の解釈について（通知） 

 

 

 

福岡市の保健福祉行政の推進につきまして，平素よりご尽力をいただき厚く御礼申し上げ

ます。 

標題の件について，ご留意いただきたい事項を別表のとおり整理いたしました。 

通知日以降，居宅サービス計画の変更や更新時には，本取扱いに沿ってご対応いただく

ようお願いいたします。 

 なお，本通知に関する疑義につきましては，下記連絡先へメールにてお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問い合わせ先 】 

 福岡市 保健福祉局 高齢社会部 

 事業者指導課 在宅指導係 

 メール：kyotaku@city.fukuoka.lg.jp 

 電話：０９２－７１１－４２５７ 

ＦＡＸ：０９２－７２６－３３２８ 


